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令和 6年度埼玉県理学療法士会研究推進研究費補助金募集要項 

 

1．研究助成の目的 

研究補助金は、埼玉県理学療法士会における理学療法学研究の発展を目的とします。これから将来

性のある研究で研究費を補助することにより、今後、学術的あるいは臨床的な発展を望めるような研

究を支援します。 

 

2．申請者の資格 

研究代表者は、埼玉県理学療法士会会員であり、本事業の規定に則って研究を完遂し、成果報告を

行える者とします。 

 

3．募集期間 

（1）申請書類の提出   令和 6年 3月 15日－4月 15日 17時 30分（必着） 

（2）採択結果の通知   令和 6年 7月頃 

 

4．申請方法 

申請には埼玉県理学療法士会ホームページより研究補助金交付申請書（様式 A-1、様式 A-2）を各

自ダウンロードして作成してください。下記の提出先に申請書を添付して電子メールにて提出してく

ださい。 

※様式 A-1には研究指導者を含め、共同研究者を必ず明記してください。 

申請書には所属先、連絡先などの基本的な情報に加えて、1）研究課題名、2）キーワード、3）研

究目的、4）研究計画・方法、5）参考文献、6）倫理的配慮（人権の保護及び法令等の遵守への対

応）、7）他からの研究助成について、8)予定している研究経費を記載します。 

※4）実行可能性も判断できるように明記してください。 

※6）の倫理的配慮について、申請する倫理委員会について明記してください。 

なお、提出された申請書類については、選考の過程で修正を求める場合があります。 

※提出資料に誤字脱字や文字化けがないように確認してください。 

 

5．研究費の申請額上限、使用期限 

（1）補助金の上限 

申請金額の上限は 20万円とします。申請書内の研究経費が上限を超えているものは受け付けら

れませんのでご注意ください。但し、他の公的資金との併用は認めておりますので、他からの研究

助成を明記してください。 

（2）補助金の使用期限 

 研究費の使用期限は、令和 7年 1月 31日（補助金交付年度の 1月 31日）までとし、2月 1日に

は決算書を提出していただきます。 

※研究補助金の実際の支給については 7月末頃になる見込みです。支給が決定する前の 4月 1日に

さかのぼって補助金を使用することができますが、決算の際に領収書が必要となりますので保管

しておいて下さい。領収書のあて名は「埼玉県理学療法士会」に統一してください。 

 

6．補助金の使途 

研究経費として認められる支出は、データ収集のための交通費・研究のための謝礼金（対象者

等）・物品を購入するための経費・その他当該研究を遂行するための経費（研究資料の収集・整理、

翻訳・校閲、印刷費、通信費、運搬費、研究実施場所借り上げ費等）を参考として計画を作成してく

ださい。但し、会議費、飲食代、またはパソコンや市販ソフト、高容量の記録媒体等の申請した研究

以外での使用が可能な物品は原則として認められません。研究対象者への謝礼（研究者手伝い報酬）

を用いる場合、対象者へ謝礼を配布したことが明確となるように受領証（対象者のサイン有り）を作

成して管理してください。経費の執行は承諾された経費の範囲内かつ研究計画書で明記されていたも

のに限ります（メーカー、名称、型番、経費の端数を含む）。審査会後の経費の使途変更について

は、基本的には取り扱いません。研究経費の関連で研究の継続が困難な場合のみご相談ください。 

 

7．選考方法と採択件数 

埼玉県理学療法士会学術局研究推進部において助成対象研究を厳正に選考し、埼玉県理学療法士会
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理事会にて決定します。助成対象研究を基礎研究部門と臨床研究部門に分け、審査、採択をいたしま

す。該当する部門に関しては申請書にご希望を記載していただき、内容等を踏まえて研究推進部の方

で変更させていただく可能性があることをご了承ください。採択件数は 7件程度を予定しています。 

 

8．選考結果の通知方法 

研究代表者あてに電子メールにて通知させていただきます。なお、後日に埼玉県理学療法士会ホー

ムページおよびメルマガ等で会員へ公表する予定です。 

 

9．助成研究の成果報告 

（1）研究代表者は、補助金交付の翌年度末まで（2 年度以内）に埼玉県理学療法学会で発表し、研究

成果を記載した研究助成報告書を研究推進部へ提出することを義務とします。提出された研究

報告書は「理学療法－臨床・研究・教育－」に掲載します。 

（2）研究助成報告書を提出後、速やかに研究の成果を学術論文として投稿するように努めてくださ

い。論文投稿は、原則として「理学療法－臨床・研究・教育」とします。 

（3）研究の結果、十分な成果が得られなかった場合でも研究助成報告書を提出してください。やむ

を得ない事由により埼玉県理学療法学会で発表を行えなかった場合は、理由書を添付し、埼玉

県理学療法士会理事会の承認を得る必要があります。 

（4）助成研究の成果を学会発表・論文などで発表する場合、「埼玉県理学療法士会研究推進補助金 

24-**（採択番号）」を明記してください。英文の場合は、「Grant of Saitama Chapter, 

Japanese Physical Therapy Association for Study Promotion 24-**」のように明記してくださ

い。 

 

10．研究補助金の返金 

補助金の残金は研究推進部へ返金してください。なお、以下に該当する場合は返金を要求すること

がありますのでご注意ください。 

（1）申請や研究実施にあたり著しい不正があった場合。 

（2）交付された補助金の使途が明らかに本規定から外れるものであった場合。 

（3）補助金交付の翌年度以内（2年度以内）に研究助成報告書を提出しなかった場合。 

（4）補助金交付の翌年度以内（2 年度以内）に埼玉県理学療法学会で発表を行えず、かつ学会発表が

行えなかった理由書が未提出の場合、または理由書をもとに理事会での審議により補助金の返

金対象と判断された場合。 

 

11．申請書の提出先 

E-mail：s.kenkyusuishin＊gmail.com （＊を@に変えて送信してください） 

  埼玉県理学療法士会学術局研究推進部 宛 

  表題に「令和 6年度埼玉県理学療法士会研究補助金申請」と記載して下さい。 

 

12．お問い合わせ先 

〒350-8550 

埼玉県川越市鴨田 1981 

埼玉医科大学総合医療センター リハビリテーション部 

埼玉県理学療法士会学術局研究推進部 

電話番号：049-228-3529 （リハ室直通） 

E-mail：s.kenkyusuishin＊gmail.com（＊を@に変えて送信してください） 

※ お問い合わせは平日 8:30～17:30に限ります。E-mailをご利用ください。 

 

埼玉県理学療法士会 学術局 研究推進部 

                           荒木 心太 


